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第５節 化学物質による環境リスクの低減 

 
１．現況と課題 

私たちの日常生活や事業活動において使用さ

れる化学物質は、近年の科学技術の進展等によ

り、ますますその種類も量も増加しています。 
化学物質は多くの有益性がありますが、その

反面、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすもの

があり、近年の調査・研究の進展から、いくつ

かの化学物質は、低濃度・低用量であっても長

期間の摂取により、健康への影響をもたらすこ

とが明らかになっています。 
化学物質による健康への影響や環境中での挙

動等は複雑で、必ずしも科学的な知見が十分に

整っているとは言えませんが、対応が遅れるこ

とのないよう努め、環境への汚染を未然に防止

しなければなりません。 
特に、本県は、京葉臨海部に大規模なコンビ

ナートを有していることに加え、今後も、先端

産業の立地が予想されることなどから、化学物

質に対する対策は重要です。 
このため、人の健康や生態系に有害な影響を

及ぼすおそれ（*環境リスク）のある化学物質の

排出量や移動量を公表する「ＰＲＴＲ制度」や

「千葉県化学物質環境管理指針」を活用して、

事業者による化学物質の適正管理の徹底を図る

とともに、県民の化学物質に関する情報共有や

理解を促進し、社会全体として、化学物質によ 
 
図表 4-5-1 ＰＲＴＲデータの流れ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

る環境リスクを低減していくことが必要です。 
なお、過去に大きな社会問題となったダイオ

キシン類については、対策の実施により排出量

が年々減少し、現在、人に対する急性毒性を起

こすことは考えにくい状況ですが、排出の削減

を引き続き進めていく必要があります。 
(１)化学物質に係る現状 

現代は、市民の日常生活や事業者の活動にお

いて、膨大な数の化学物質が取り扱われており、

中には環境中に排出されて人の健康や生活環

境に影響を及ぼす物質もあります。 
有害性が確認されている一部の化学物質に

ついては、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等

の関係法令で規制されていますが、その他の化

学物質の中には、人の健康や生態系に有害なお

それがあるものの、環境中への排出状況やその

影響について十分確認されていないことなど

から規制の対象となっていないものが多数存

在します。 
ア 化学物質排出・移動量の実態把握 

化学物質排出・移動量届出制度（ＰＲＴＲ制

度：Pollutant Release and Transfer Register）
は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化

学物質について、事業者が環境への排出量等を

自ら把握し、国へ届け出る制度であり、社会全

体として化学物質の管理を進め、環境保全上の

支障を未然に防止していくための基礎となる

枠組みです。 
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  このＰＲＴＲ制度と*ＭＳＤＳ制度等が取

り入れられた「特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律」（通称「化管法」）が 11 年 7 月に公布さ

れ、12 年 3 月から施行されました。 
  その「化管法」では、 

○ 対象物質として、ＰＲＴＲ制度とＭＳＤ

Ｓ制度の対象として 354 物質を第一種指定

化学物質に、ＭＳＤＳ制度のみを対象とし

て 81 物質を第二種指定化学物質に指定 
○ 対象事業者として、製造業等の業種指定、

常用雇用者数 21 人以上、いずれかの第一

種指定化学物質の年間取扱量１t 以上（発 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガン性のリスクの高い物質については、0.5
ｔ）等の条件に該当すること。 

○ 第一種指定化学物質等取扱事業者は、事

業所ごとに、毎年度、第一種指定化学物質

の排出量及び移動量を、県を経由して国へ

届け出ること 
○ 国は、対象事業者から届け出られるデー

タの集計・公表を行うとともに、個別事業

所のデータの開示も行うこと 
○ 県は、国から通知されたデータを集計し、

その結果を公表すること、 
などが定められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 4-5-2 化学物質の排出量の把握等の措置(PRTR)の実施の手順 

(注 1) 経済産業省、環境省資料から 
(注 2) 21 年２月から、国民は環境省・経済産業省のホームページ上で、個別事業所データを調

べることができます。 
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イ ＰＲＴＲデータの集計結果 

ＰＲＴＲ制度により、事業者は、13 年 4 月

から排出量等の把握を開始し、14 年 4 月から

都道府県経由で国へ排出量等の届出を行って

います。 
  事業者から届け出られた 20 年度の排出量

等の集計結果及び国が行う届出対象外の排出

源からの排出量の推計結果をあわせた県内に

おける排出量等の状況は以下のとおりです。  
図表 4-5-3 届出排出量・移動量の排出先・移

動先別内訳（平成 20 年度排出分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a 届出排出量・移動量 
千葉県内で届出のあった事業所は、1,413

（全国の 3.6％：全国 39,472 事業所）であり、

事業者から届出のあった当該事業所からの排

出量については、全事業所・全物質の合計で

約 7 千 8 百 t（全国の 3.9％：全国約 199 千 t）、
移動量については約 1 万 1 千 9 百 t（全国の

5.9％：全国約 201 千 t）でした。 
b 届出外排出量の推計値 
国が推計を行った千葉県の届出対象外排出

量（対象業種からの届出対象外の排出量、非

対象業種からの排出量、家庭からの排出量、

自動車などの移動体からの排出量）について

は、合計で約 1 万 2 千 3 百 t（全国の 4.3％：

全国約 290 千 t）でした。 

c 届出排出量と届出外排出量の推計値の合計 
  県内の届出排出量と届出外排出量の推計値

の合計は、約 2 万 2 百 t（全国の 4.1％：全国

約 49 万 t）で、量の多い上位５物質は、１位：

トルエン、２位：キシレン、３位：1,3-ジク

ロロプロペン（Ｄ-Ｄ）、４位：ポリ（オキシ

エチレン）=アルキルエーテル、５位：エチ

ルベンゼンでした。 
図表 4-5-4 届出排出量・届出外排出量 

上位 10 物質とその量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 化学物質環境実態調査等への参加 

環境省においては、新規化学物質の分解性、

蓄積性及び毒性について審査する「化学物質

の審査及び製造等に関する法律」を昭和 49
年度に制定以来、一般環境中の残留状況の把

握を目的とした実態調査を実施しています。 
その後も、ＰＲＴＲ制度の施行等、化学物

質と環境問題に係る状況の変化や政策課題に

対応するための見直しを行いながら調査を継

続して行っています。県においても、国が実

施する化学物質環境実態調査等へ参加し、対

象物質のモニタリング、微量分析法の開発等

を行っています。 
（２）ダイオキシン類に係る現状 

ダイオキシン類は、基本的にはベンゼン環が

２つ結合した構造に塩素がいくつかついた物質

で、「ダイオキシン類対策特別措置法」では、ポ

リ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(ＰＣＤＤ)、ポ
リ塩化ジベンゾフラン(ＰＣＤＦ)及びコプラナ

－ポリ塩化ビフェニル(コプラナ－ＰＣＢ)をダ
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イオキシン類とし、その中の 29 異性体を毒性

があると定義しています。 
図表 4-5-5 ダイオキシン類の構造図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 毒性について 

  「ダイオキシン類対策特別措置法」では、

異性体の中で最も毒性が強い 2,3,7,8-四塩化

ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2,3,7,8-ＴＣＤＤ)
の毒性を１として換算した毒性等価係数(Ｔ
ＥＦ)を用いて、毒性等量(ＴＥＱ)として毒性

を評価しています。 
  ダイオキシン類は、「人工物質としては最も

強い毒性を持つ物質」と言われますが、過去

に発生したダイオキシン類*曝露事例から推

測すると、人に対する直接的な毒性は塩素挫

そう、肝臓障害、中枢神経の異常等が挙げら

れます。 
イ 摂取について 

  厚生労働省の 18 年度調査によれば、   

日 本 人 の 一 般 的 な 食 生 活 で 摂 取 さ れ    

るダイオキシン類 の量は、一日につき   

体重１kg あたり約 1.04 pg-TEQ、その他、  

呼吸により約 0.015 pg-TEQ、土壌などから 

約 0.0038 pg-TEQ と併せて、約 1.06 pg-TEQ
と推定されています。（図表 4-5-6） 

  人が一生涯にわたり摂取しても健康に  

対する有害な影響が生じないと判断される 

１日あたり体重１kg あたりの摂取量を耐容

一日摂取量（ＴＤＩ）と呼んでいます。 
我が国では、10 年５月にＷＨＯが提唱  

した１～４pg-TEQ/kg/日を参考に、11 年  

６月にダイオキシン対策関係閣僚会議で  

４pg-TEQ/kg/日以下とすることが決定され、

「ダイオキシン類対策特別措置法」でもこの 

４pg-TEQ/kg/日以下が規定されています。 
 

図表 4-5-6 我が国におけるダイオキシン類の

１人１日摂取量 

 
 
ウ 環境の状況 

  21 年度の「ダイオキシン類対策特別措置

法」に基づく一般大気環境等の常時監視結果

は、次のとおりです。 
（ア）一般大気環境 

  県内 78 地点を調査し、その年間平均値は

0.014～0.13pg-TEQ/㎥の範囲にあり、いずれ

の地点も環境基準（0.6pg-TEQ/㎥以下）を 

下回っていました。 
（イ）公共用水域 

  水質については、県内 97 地点を調査し、

その値は 0.016～2.0pg-TEQ/L の範囲にあり、

下手賀沼中央（柏市）の１地点で環境基準

（1pg-TEQ /L）を超過しましたが、再調査し

た結果、継続して超過していないことを確認

しました。 
底質については、県内 41 地点を調査し、

その値は 0.13～80pg-TEQ /g の範囲にあり、

いずれの地点も環境基準（150pg-TEQ /g）を

下回っていました。 
（ウ）地下水 

  県内 23 地点を調査し、その値は 0.013～
0.070pg-TEQ/L の範囲にあり、いずれの地点



 - 173 - 

も環境基準（1pg-TEQ/L）を下回っていまし

た。 
（エ）土壌 

  県内 36 地点を調査し、その値は 0.054～
85pg-TEQ/g の範囲にあり、いずれの地点も 

環境基準（1,000pg-TEQ/ g）を下回っていま

した。 
エ．ダイオキシン類の発生源 

  ダイオキシン類の現在の主な発生源は、 

ごみ焼却施設から発生するものですが、製鋼

用電気炉等の工場、自動車排ガス等からも 

発生すると言われています。 
  また、かつて大量に使用されていたＰＣＢ

や一部の農薬に不純物として含まれていたも

のが、土壌や底泥に蓄積している可能性もあ

ります。 
  環境省は、日本全体のダイオキシン類の 

主な発生源別の一般環境中への排出量を試算

しています。（図表 4-5-7 参照） 
これによると、排出量は年々減少し、21 年

は 9 年に比べ約 98%減少しています。発生源

別にみると、廃棄物処理分野が全体の約 64％、

産業分野が約 34％を占め、さらにそのほとん

どが大気への排出となっています。 
図表 4-5-7 ダイオキシン類の排出量の目録 

（排出インベントリー）の概要 

 
 

２．県の施策展開 

（１）化学物質の自主的な管理の促進 

ア．ＰＲＴＲ制度の活用  

  この制度の中で、県は、①事業者が対象化

学物質の環境への排出量・移動量を国へ届け

出る際の経由機関としての役割、②国から通

知されたデータを活用し、地域ニーズに応じ

た集計・公表等を担っています。 
また、結果を活用し、排出量の多い事業者

に対しては、事業者による化学物質の管理の

改善が促進されるよう、技術的な助言等を行

っています。ＰＲＴＲ制度では、次のことが

期待されます。 
（ア）事業者 

様々なルートで排出される環境への排出量

を自ら把握することにより、化学物質の自主

的な管理の改善を進めることから、無駄を抑

え、原材料の節約等を行うことができ、環境

への負荷を低減できます。 
（イ）国・自治体 

ＰＲＴＲデータを活用し、化学物質対策の

優先付け、対策の進捗状況の把握、地域特性

を把握したリスク評価が可能となります。 
（ウ）国民 

  化学物質の排出状況等の情報の提供を受け

ることにより、環境リスクへの理解を深め、

毎日の暮らしで使用される化学物質の排出を

減らすことができます。 
イ．千葉県化学物質環境管理指針 

  本県においては、全国的に見ても化学物質

の排出量が多いことなどから、化学物質によ

る環境影響の未然防止対策が求められていま

す。 
  このため、4 年 4 月に策定した「千葉県化

学物質環境保全対策指導指針」を 9 年 4 月に

改正し、名称を「千葉県化学物質環境管理指

針」として、事業者の自主管理の促進を図っ

ているところです。 
  この指針は、化学物質の性状及び毒性等か

ら優先的に対策を進める必要のある 201 物質出典）平成 22 年 12 月 17 日環境省報道発表資料 
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を「重点管理物質」に指定し、これらを取り

扱う工場・事業場が環境リスクの低減の観点

から環境への排出量の把握、環境リスクの評

価及び排出抑制対策の推進等の留意すべき事

項を定めています。 
  各企業では、環境・安全・健康面の対策を

実行し、改善を図っていく自主的な活動「レ

スポンシブル・ケア」が展開されつつあり、

県としては指針の周知を図り、企業の自主管

理の推進に役立てることとしています。 
ウ．リスクコミュニケーションの推進と情報提供 

県民の化学物質に関する情報共有等を促進

し、社会全体で、化学物質による環境リスク

を低減していくことが必要なため、県として

次のことに取り組んでいます。 
（ア）*リスクコミュニケーションの推進 

  化学物質の排出状況等について周辺住民へ

の情報提供手段として、事業者のホームペー

ジや環境報告書などありますが、より有効な

方法としては*環境対話集会があります。 
県では、環境対話集会の普及を図るため、

17 年度は住友化学(株)千葉工場において、18
年度は新日本ブラス(株)旭工場において、モ

デル事業を実施しました。20 年度は、市原市

の環境対話集会の開催に協力しました。 
  また、化学物質に関するセミナーを開催し、

モデル事業の成果の普及を図っています。 
（イ）化学物質情報の提供 

  県民へ化学物質に関する排出量等の情報を

分かりやすく提供するため、「PRTR 集計結果

報告書」や「PRTR データを読み解くための

県民ガイドブック」を作成するとともに、化

学物質の排出量や有害大気汚染物質のモニタ

リング結果を地図上に表示できる「PRTR デ

ータ検索システム」をホームページ 
(http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbprtr/) 上 に

公開しています。 
（ウ）環境リスク評価手法の開発 

  有害大気汚染物質などの化学物質を取り扱

う事業者は、自ら「環境リスク評価」を実施

し、排出抑制等の必要な措置に努める必要が

あります。 
  このため、県では、20 年 11 月に全国の自

治体で初めて、事業者にとって使いやすい「環

境リスク評価手法」を開発し、ガイドブック

として取りまとめホームページ 
(http://www.pref.chiba.lg.jp/sc/risk_hyoka)
上に公開しています。 

  
（２）農薬等の適正使用等 

 農薬の飛散等からの生活環境保全を目的とし

て、21 年度は県内各地で研修会を 5 回開催し、

農業者や防除業者、指導者に対して農薬の適正

使用を啓発しました。 
 また、指導者用の防除指針 1,400 部を作成し、

関係機関に配布しました。 
 
（３）ダイオキシン類対策の推進 

ア．国の取組 

  ダイオキシン類対策の強化を図るため、12
年１月 15 日から「ダイオキシン類対策特別

措置法」を施行しています。法では、 
① ダイオキシン類の定義（ＰＣＤＤ、ＰＣ

ＤＦ、コプラナ－ＰＣＢの３種類） 
② 耐容一日摂取量（体重１kg あたり４

pg-TEQ） 
③ 大気、水質等の環境基準 
④ 排出ガス、排出水についての規制 
⑤ 国による排出削減計画の策定 
などが規定されています。 

また、政府は、同法に基づき 17 年に策定

した「我が国における事業活動に伴い排出さ

れるダイオキシン類の量を削減する計画」を

見直し、「22 年において全国のダイオキシン

類の排出総量を 15 年に比べ約 15％削減する

こと」を目標に掲げ、排出基準の遵守や廃棄

物の発生抑制・再利用の推進、健康及び環境

への影響の実態把握等の施策を推進していま

す。 
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イ．県の取組 

（ア）千葉県ダイオキシン類対策推進方針 

  県では、12 年 6 月に策定した「千葉県ダイ

オキシン類対策推進方針」に基づき、対策を

体系的・計画的に推進しています。 
  推進方針の主な内容は次のとおりです。 

ａ 発生源対策 
    ダイオキシン類の排出量を極力抑制す

るために発生源ごとに適切な対応を図り、

排出施設ごとに設定されている恒久対策

の早期実施を図ります。 
    小規模焼却炉（焼却能力 50kg／時以

上）についても、「ダイオキシン類対策特

別措置法」の規制対象施設となったこと

から、排出基準遵守の徹底を図ります。 
ｂ 監視、調査研究の充実 

   「ダイオキシン類対策特別措置法」に基

づく常時監視について、「千葉県ダイオキ

シン類常時監視計画」を毎年度策定し、

計画的に行っています。 
    食品・母乳からの摂取については、国

による全国民的な調査に県も参加、協力

しています。 
  ｃ 情報提供体制の整備及び連携の推進 
    国・他自治体の関係機関と連携を密に

して情報の収集に努め、環境白書やホー

ムページ等を通じて県民への情報提供を

実施します。 
（イ）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制 

ａ 立入検査 
「ダイオキシン類対策特別措置法」では、

規制の対象となる施設を特定施設として

規定し、この施設から排出される排出ガ

ス、施設を有する事業場から排出される

排出水に排出基準を定めています。県内

の 21 年度末現在の施設・事業場数及び

適用基準は、図表 4-5-8 のとおりです。 
 
 
 

図表 4-5-8 ダイオキシン類の排出基準 

 
これらの施設・事業場に対し立入検査を 

行っており、21 年度の実績は図表 4-5-9、図

表 4-5-10 のとおりです。 
なお、排出基準違反による行政措置を行っ

たものは大気で１施設でした。 
 
図表 4-5-9 法に基づく大気特定施設立入検査

結果（21 年度） 
立入事業場数 検査検体数 排出基準違反 

１５９ １７ １ 
 
図表 4-5-10 法に基づく水質特定事業場立入検

査結果（21 年度） 
立入事業場数 検査検体数 排出基準違反 

３６ ２６ ０ 
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ｂ 自主測定 
 「ダイオキシン類対策特別措置法」により、

特定施設の設置者は、排出ガス、排出水及び 
ばいじん等の汚染の状況について測定を行い、

知事に報告することとなっています。 
21 年度に県が報告を受けた結果は、次のとお

りです。（図表 4-5-11～13） 
 
図表 4-5-11 排出ガスに係る自主測定報告結果 

（ ）内は廃棄物焼却炉の数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 4-5-12 排出水に係る自主測定報告結果 
報告対象 

事業場数 

報告 

事業場数 

未報告 

事業場数 

報告値の範囲

(pg-TEQ/ℓ） 

26 25 1 0.000015~1 
 

図表 4-5-13 ばいじん等に係る自主測定報告結果 
報告対象

施設数 

報告 

施設数 

未報告 

施設数 

報告値の範囲

(ng-TEQ/g） 

284 242 42 0~61 
 

なお、未報告の施設・事業場については、文

書による督促、立入検査等による指導を行って

います。 
 

報告対象 

施設数 

報告 

施設数 

未報告 

施設数 

報告値の範囲 

(ng-TEQ/㎥ N) 

318 
(307) 

287 
(276) 

31 
(31) 

0～37 

３．環境基本計画の進捗を表す指標の状況と評価 

項 目 名 基準年度 現況 目 標 

化学物質の環境基準達成率 

ベンゼン★     100% 

トリクロロエチレン、 

テトラクロロエチレン、 

ジクロロメタン★  100%  

ダイオキシン類 

(一般大気環境  100%) 

(公共用水域水質  98.9%) 

(公共用水域底質、地下水、

土壌       100%) 

 (平成 18 年度) 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
99.0% 

 

100% 
(21 年度) 

100%達成 

(毎年度） 

有害化学物質の届出排出量 
約 9 千 t 

(平成 1７年度) 

約 8,800t 

(19 年度) 

前年度より減少させ

ます 

(毎年度) 

★ ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは一般大気環境における環境基準の

達成率を示しています。 

《評価》 

 

 

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、測定

した全ての地点で環境基準を達成しました。 

ダイオキシン類については、一般大気環境、公共用水域（底質）、地下水、及び土壌について   

調査した全ての地点で、公共用水域（水質）は調査した97地点のうち96地点で環境基準を達成し

ました。 

有害化学物質の届出排出量は、基準年度の 17 年度に比べ若干減少し約 8,800t でした。 

 

目標の達成に向けて順調に進捗している。 
 


